
令和７年度 第１回 

杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会  次第 
 

令和８年２月１７日(火)午後７時 

杉並区役所 中棟６階 第４会議室   

 

    １ 開 会  

     会長挨拶 

   保健福祉部長挨拶 

 

 

２ 議 題 

（１）諮問事項の審議 

 令和７年度諮問第１号 

 令和８年度国民健康保険料料率等の改定について 

 

 

 

  ３ その他 

     

 

 

  ４ 閉 会 

 

 

 

 

【配布資料】 

  ・席次表 

  ・委員名簿 

  ・諮問文(写) 

  ・令和７年度第１回 杉並区国民健康保険事業の運営に関する協議会資料 

  ・関係法令の抜粋資料 
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Ⅰ 国民健康保険制度改革（平成３０年 4月）の概要 
  

国は、将来にわたって国民健康保険制度（以下「国保制度」という。）を維持するため、

新たに東京都が財政運営の責任主体となる国保制度改革を平成 30 年 4 月に実施しました。 

都は、この改革により「国民健康保険事業費納付金（以下「納付金」という。）及び標準

保険料率」を決定・通知することになりました。これにより区は、都が定めた納付金を納付

するため、標準保険料率を参考に、保険料率等を定め賦課・徴収しなければなりません。 

 
 

 

Ⅱ 令和８年度 特別区国民健康保険基準料率等の設定に係る基本的な考え方 
 

１ 賦課総額の算出方法 

特別区においては、令和８年１月に国の確定係数に基き都が示した納付金額に、保険料の

対象となる経費（葬祭諸費、出産諸費及び保健事業等）を合わせて「賦課総額」とし、これ

を徴収するための保険料率等として、特別区に共通の「令和８年度特別区国民健康保険基準

保険料率」を算定し、特別区長会総会において決定しました。 

杉並区においては、特別区国民健康保険基準保険料率のとおり保険料率等の案を決定して

います。 

【参考資料１】賦課総額の基本的な考え方 

 

 

支出

都道府県の国保特別会計

公費

収入
定率国庫負担
都道府県繰入金

等

改革後の国保財政の仕組み（イメージ）

①保険給付に必要な費
用を、全額、区市町村

へ交付（普通交付金）

②災害等による保険料の
減免額等が多額である

ことや、区市町村にお
ける保健事業を支援す

るなど、区市町村に特
別な事情がある場合に、

その事情を考慮して交
付（特別交付金）

納付金

区市町村の

国保特別会計

改革前 改革後

区市町村の

国保特別会計

支出

保険料 保険給付費

公費

・定率国庫負担
・都道府県
調整交付金
・保険料軽減分
等

収入

公費

Ａ市

保険料軽減分等

都道府県は、
区市町村から
の（保険料をも
とにした）納付
金、国庫負担
金、都道府県
一般会計繰入
金等により国
保特別会計を
運営

交付金

支出

保険料 保険給付費

収入

都道府県の主な役割 区市町村の主な役割

財政運営の責任主体
・区市町村ごとの国保事業費納付金等の決定
・財政安定化基金の設置・運営

国保事業費納付金を都道府県に納付
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２ 特別区独自の負担抑制策 

都が区市町村国保に示す「標準保険料率」の算定では、保険料の未納発生を見込んで収納

率で割戻し賦課総額に加算する方法を取っていますが、特別区においては(1)収納率が相対的

に低く、この方法では保険料の大幅増につながること、(2)区によって収納率のばらつきが大

きく、単一の収納率で割り戻しを行うことが現実的ではないこと等から、これを行わず、納

付金に対する保険料収入の不足分を、法定外繰入金で補填する負担抑制を継続します。 

 

３ 法定外繰入金の縮減策 

特別区では、平成 30年度国保制度改革に伴う保険料の急激な上昇を抑えるため、国・都と

共に平成 30 年度から令和 5 年度までの 6 年間、納付金の賦課総額への反映（「納付金組入

率」）を一部抑えて法定外繰入金により補填をする、激変緩和措置を講じてきました。 

さらに令和 6 年度以降は、国・都の激変緩和措置は終了したものの、特別区では独自にこ

れを 2 年間延長し、令和 7 年度まで納付金組入率を段階的に縮小してまいりました（令和 7

年度は納付金組入率 99％）。 

令和 8年度においてはこの措置を終了し、納付金組入率を 100％といたします。 

 

 

Ⅲ 令和８年度 国民健康保険料に係る主な制度改正等 
 

１ 令和８年度から国民健康保険料に「子ども・子育て支援納付金分保険料」を追加 

国は、令和6年6月に、子育て世代を応援する取り組みを進めるための「子ども・子育て支

援制度」を創設しました。このことを受けて、子育てに係る経済的支援の強化などに全世代

が幅広く負担をするという趣旨のもと、令和8年度から公的医療保険に子ども・子育て支援

金分の保険料が加算されます。 

なお、国民健康保険においては、子どもに係る均等割額は全額軽減となるよう次の措置が

取られます。 

〇未就学児の５割分は公費負担となります。 

〇残りの未就学児の５割分と、６歳以上の子ども分の均等割額は、子ども以外の被保険者

に賦課されます。 

 

２ 賦課限度額の変更 

国民健康保険法施行令の改正に伴い、医療分の賦課限度額は 67万円（前年度比 1万円増）、

支援金分は 26万円（前年度と同額）、介護分は 17万円（前年度と同額）、子ども分は３万円

（新設）となります。 

 

３ 均等割軽減の基準となる所得額の変更 

国民健康保険法施行令の改正に伴い、均等割軽減の対象となる所得を判定する際に、地方

税法第314条の2第2項第一号に定める額（43万円）に加算する金額について、それぞれ次の

とおり引き上げます。 

○５割軽減の対象世帯 現行：30万 5,000円 ➡ 改正後：31万円（ 5,000円増） 

○２割軽減の対象世帯 現行：56万円       ➡ 改正後：57万円（10,000円増） 

 ※減額判定基準額（5割減額）：43万円＋31万円×被保険者数＋10万円×(給与所得者等の

人数－1)以下の世帯 
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○賦課割合  所得割：均等割 ＝ ６１：３９（前年度６０：４０） 

○賦課限度額  ２６万円（前年度と同じ） 

 ○均等割額   １７，６００円（前年 １６，８００円 ８００円増） 

○所得割料率  ２.８０％（前年度 ２.６９％  ０.１１ポイントの増） 

 

 

 

 

 ★ 所得割料率 1.64％（杉並区） 

★ 均等割額  15,000円 

★ 賦課限度額 12万円 

所得割料率は 0.26%増、均等割額は 900円増、限度額は据え置き 

 
○賦課割合  所得割：均等割 ＝ ６０：４０（新設） 

○賦課限度額  ３万円（新設） 

 ○均等割額   １，８００円（新設） 

  (18歳以上)           ７３円（新設） 

○所得割料率  ０．２７％（新設） 

 

 

 

 

 ★ 所得割料率 1.64％（杉並区） 

★ 均等割額  15,000円 

★ 賦課限度額 12万円 

所得割料率は 0.26%増、均等割額は 900円増、限度額は据え置き 

Ⅳ 令和８年度 杉並区国民健康保険料率等の算定 
（条例第14条の4、14条の8、第14条の12、第14条の16、第15条の4、第15条の6～10 関係） 

国の制度改革及び令和８年度特別区国民健康保険料算定の考え方を踏まえて、区の令和８

年度保険料率等を算定した結果、杉並区国民健康保険料率等を以下のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料２】 特別区国保における保険料率等の推移 

【参考資料３】 令和 8年度の納付金及び保険料の概要 

【参考資料４】 令和 8年度 保険料賦課の内容と賦課計算の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 
○賦課割合  所得割：均等割 ＝ ５９：４１（前年度６０：４０） 

○賦課限度額  ６７万円（前年度 ６６万円 １万円増） 

 ○均等割額   ４７，６００円（前年度 ４７，３００円 ３００円増） 

 ○所得割料率  ７.５１％（前年度 ７．７１％ ０.２０ポイントの減） 

 

 

 

 

 ★ 所得割料率 1.64％（杉並区） 

★ 均等割額  15,000円 

★ 賦課限度額 12万円 

所得割料率は 0.26%増、均等割額は 900円増、限度額は据え置き 

医療分 

 

○賦課割合  所得割：均等割 ＝ ５９：４１（前年度と同じ） 

○賦課限度額  １７万円（前年度と同じ） 

○均等割額   １７,８００円（前年 １６,６００円 １，２００円増） 

○所得割料率  ２.４３％（前年度 ２.２５％ ０.１８ポイントの増） 

介護分 

支援金分 

子ども分 
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Ⅴ 保険料の軽減に係る条例改正  

１ 均等割額の軽減（条例第 18条の 2関係） 

 基礎賦課分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の均等割額の変更、並びに子ども子

育て支援金分の創設に伴い改正を行います。 

 

 

２ 未就学児の被保険者均等割額の軽減（条例第18条の3関係） 

基礎賦課分及び後期高齢者支援金等の均等割額の変更に伴い改正を行います。 

 

 ※「ア」：7割減額に対応 「イ」：5割減額に対応 「ウ」：2割減額に対応 

「エ」：減額なしに対応 

 

令和8年度(案) 令和７年度 増減

７割 33,320円 33,110円 210円

５割 23,800円 23,650円 150円

２割 9,520円 9,460円 60円

７割 12,320円 11,760円 560円

５割 8,800円 8,400円 400円

２割 3,520円 3,360円 160円

７割 12,460円 11,620円 840円

５割 8,900円 8,300円 600円

２割 3,560円 3,320円 240円

７割 1,260円 - -

５割 900円 - -

２割 360円 - -

７割 52円 - -

５割 37円 - -

２割 15円 - -

子ども・子育て支援金納付金賦課額
に係る被保険者均等割額の軽減額

(被保険者一人につき）

区　分

基礎賦課額
に係る被保険者均等割額の軽減額

(被保険者一人につき）

後期高齢者支援金等賦課額
に係る被保険者均等割額の軽減額

(被保険者一人につき）

介護納付金賦課額
に係る被保険者均等割額の軽減額

(被保険者一人につき）

子ども・子育て支援金納付金賦課額
に係る被保険者均等割額の軽減額
(18歳以上被保険者一人につき）

令和8年度(案) 令和７年度 増減

ア 7,140円 7,095円 45円

イ 11,900円 11,825円 75円

ウ 19,040円 18,920円 120円

エ 23,800円 23,650円 150円

ア 2,640円 2,520円 120円

イ 4,400円 4,200円 200円

ウ 7,040円 6,720円 320円

エ 8,800円 8,400円 400円

ア 270円 - -

イ 450円 - -

ウ 720円 - -

エ 900円 - -

区　分

基礎賦課額
に係る被保険者均等割額の

未就学児1人について
定める額

後期高齢者支援金等賦課額
に係る被保険者均等割額の
未就学児1人について

定める額

子ども・子育て支援金納付金賦課額
に係る被保険者均等割額の
未就学児1人について

定める額
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３ 出産被保険者の保険料の軽減（条例第18条の4関係） 

基礎賦課分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分の均等割額の変更、並びに子ども・

子育て支援金分の創設に伴い改正を行います。 

 

※「ア」：7割減額に対応 「イ」：5割減額に対応 「ウ」：2割減額に対応 

 「エ」：減額なしに対応 

 

 

令和8年度(案) 令和７年度 増減

ア 14,280円 14,190円 90円

イ 23,800円 23,650円 150円

ウ 38,080円 37,840円 240円

エ 47,600円 47,300円 300円

ア 5,280円 5,040円 240円

イ 8,800円 8,400円 400円

ウ 14,080円 13,440円 640円

エ 17,600円 16,800円 800円

ア 5,340円 4,980円 360円

イ 8,900円 8,300円 600円

ウ 14,240円 13,280円 960円

エ 17,800円 16,600円 1,200円

ア 540円 - -

イ 900円 - -

ウ 1,440円 - -

エ 1,800円 - -

ア 21円 - -

イ 36円 - -

ウ 58円 - -

エ 73円 - -

介護納付金賦課額
に係る被保険者均等割額の
出産被保険者1人について

定める額

子ども・子育て支援金納付金賦課額
に係る被保険者均等割額の
出産被保険者1人について

定める額

子ども・子育て支援金納付金賦課額
に係る被保険者均等割額の
18歳以上出産被保険者1人

について定める額

区　分

基礎賦課額
に係る被保険者均等割額の
出産被保険者1人について

定める額

後期高齢者支援金等賦課額
に係る被保険者均等割額の
出産被保険者1人について

定める額
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参考資料 １ 

［
歳
入
］

 

［
歳
出
］

 



医療分 支援金分 7.51% 2.80% 7.71% 2.69% 8.69% 2.80% 7.17% 2.42% 7.16% 2.28%

医療分 支援金分 47,600円 17,600円 47,300円 16,800円 49,100円 16,500円 45,000円 15,100円 42,100円 13,200円

医療分 支援金分 67万円 26万円 66万円 26万円 65万円 24万円 65万円 22万円 65万円 20万円

医療分 支援金分 113,337円 42,110円 112,646円 40,027円 117,124円 39,396円 107,348円 36,015円 100,322円 31,491円

※　所得割率は、「旧ただし書き所得」に対する料率である。

1人当たり保険料年度間差 10,045円 -3,781円 13,848円 10,791円 5,512円
所得割の年度間差 0.36% -1.04% 1.90% 0.15% -0.10%
均等割の年度間差 4,173円 -1,400円 5,800円 4,400円 2,900円

賦課限度額の年度間差 4万円 3万円 2万円 2万円 3万円

3万円

賦課割合
(所得割：均等割)

1人当たりの保険料
(減額措置適用後)

子
ど
も
分

所得割率 ※

均等割額

均等割額
（18歳以上）

保
険
料
率
等

賦課限度額

57:43

0.27%

1,800円

73円

4,227円

13.01%

84,873円

113万円

202,283円

 特別区国保における保険料率等の推移

17万円

42,609円

令和７年度

58:42

10.40%

64,100円

92万円

152,673円

58:42

2.25%

16,600円

令８年度
（案）

58:42

10.31%

65,200円

93万円

155,447円

58:42

2.43%

17,800円

58:42

11.49%

65,600円

89万円

156,520円

58:42

2.20%
（杉並区）

16,500円

17万円

賦課限度額

1人当たりの保険料
(減額措置適用後)

所得割率 ※

賦課限度額

39,499円

13.69%

82,100円

106万円

196,019円

17万円

39,565円

12.65%

80,700円

109万円

192,238円

区分

保
険
料
率
等

9.44%

55,300円

85万円

131,813円

58:42

2.20%
（杉並区）

16,600円

17万円

所得割率 ※

賦課割合
(所得割：均等割)

均等割額

賦課限度額

介
護
分

医
療
分
・
支
援
金
分

1人当たりの保険料
(減額措置適用後)

1人当たりの保険料
(減額措置適用後)

保
険
料
率
等

39,567円

保
険
料
率
等

38,808円

賦課割合
(所得割：均等割)

令和４年度

58:42

令和５年度

58:42

令和６年度

均等割額合
　
　
計

所得割率※ 11.64%

71,900円

102万円

171,380円

11.79%

76,300円

104万円

182,171円

9.59%

60,100円

87万円

143,363円

58:42

2.20%
（杉並区）

16,200円

17万円

均等割額

参考資料 ２
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〇
納
付
金
額

（
億
円
）

医
療

後
期

介
護

子
ど
も

総
額

令
和
７
年
度

2
0
7
9
.1

7
3
3
.2

2
6
3
.4

0
.0

3
0
7
5
.7

令
和
８
年
度

2
0
0
4
.6

7
4
6
.0

2
7
4
.0

7
0
.3

3
0
9
4
.9

差
額

-7
4
.5

1
2
.8

1
0
.6

7
0
.3

1
9
.2

令
和
７
年
度

2
0
7
,9

5
7

令
和
７
年
度

1
9
2
,2

3
8

令
和
８
年
度

2
1
4
,7

0
6

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
：
1
,7
2
3
円
増

令
和
８
年
度

2
0
2
,2

8
3

　
後
期
高
齢
者
支
援
金
：
2
,0
8
3
円
増

差
額

6
,7

4
9

　
介
護
納
付
金
：
2
,5
8
7
円
増

差
額

1
0
,0

4
5

　
介
護
納
付
金
：
3
,0
4
4
円
増

　
子
・
子
支
援
金
：
4
,2
2
6
円
増

　
子
・
子
支
援
金
：
4
,2
2
7
円
増

２
　
杉
並
区

〇
納
付
金
額
（
杉
並
区
）

（
億
円
）

医
療

後
期

介
護

子
ど
も

総
額

令
和
7
年
度

1
2
9
.4

4
7
.9

1
7
.0

0
1
9
4
.3

令
和
8
年
度

1
2
8
.4

4
9
.4

1
7
.8

4
.7

2
0
0
.3

差
額

-1
.0

1
.5

0
.8

4
.7

6
.0

〇
保
険
料
率
等
（
杉
並
区
）

（
％
、
円
）

所
得
割

均
等
割

所
得
割

均
等
割

所
得
割

均
等
割

所
得
割

均
等
割

所
得
割

均
等
割

①
令
和
7
年
度

7
.7

1
4
7
,3

0
0

2
.6

9
1
6
,8

0
0

2
.2

5
1
6
,6

0
0

0
0

1
2
.6

5
8
0
,7

0
0

②
令
和
8
年
度

7
.5

1
4
7
,6

0
0

2
.8

1
7
,6

0
0

2
.4

3
1
7
,8

0
0

0
.2

7
1
,8

7
3

1
3
.0

1
8
4
,8

7
3

昨
年
度
比
②
－
①

-0
.2

3
0
0

0
.1

1
8
0
0

0
.1

8
1
2
0
0

0
.2

7
1
8
7
3

0
.3

6
4
1
7
3

③
令
和
8
年
度
：

都
標
準
保
険
料

8
.0

2
4
9
,9

7
9

3
.1

1
9
,1

6
5

2
.6

2
1
9
,1

5
4

0
.3

2
2
,0

3
6

1
4
.0

6
9
0
,3

3
4

区
軽
減
③
－
②

0
.5

1
2
,3

7
9

0
.3

1
,5

6
5

0
.1

9
1
,3

5
4

0
.0

5
1
6
3

1
.0

5
5
,4

6
1

１
　
特
別
区
全
体

令
和
８
年
度
の
納
付
金
及
び
保
険
料
の
概
要

　
基
礎
賦
課
(医

療
分
)：

-1
,7
8
7
円
減

　
基
礎
賦
課
(医

療
分
)：

6
9
1
円
増

〇
一
人
当
た
り
保
険
料
　
　
　
（
円
）

〇
一
人
当
た
り
納
付
金
　
　
　
（
円
）

合
計

医
療

後
期

介
護

子
ど
も

９

参考資料 ３
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       令和８年度  保険料賦課の内容と賦課計算の概要 

保険料は、年齢に応じて以下の計算式で加入者ごとに（計算式の組合せによって）

計算し世帯ごとに決定されます。 

 

【介護保険対象外、子ども分減額(0 円)】 

 

 

 

  

 

【介護保険対象外】 

 

 

 
 

 

 

【介護保険第 2号被保険者に該当】 

 

 
 

 

 

 

【介護保険第 1号被保険者に該当】 

 

 

 

 
 

 

 

  国保加入者ごとの保険料 ＝ ［①所 得 割 額＋②均 等 割 額 ］× 

 

 

 

  

（注１） 賦課標準額＝「旧ただし書き所得」＝「前年の総所得金額等」―「基礎控除額（43 万円）」  

                                  

 

 

 

 

国保加入者ごとの医療分保険料を合計 → 世帯の医療分保険料・・・（Ａ） 

                  ＊世帯の賦課限度額は 67万円【Ｒ７年度は 66 万円】 

 

＋ 

＋ 

加入月数 
12か月 

＝ ＋ Ａ医療分 Ｂ支援金分 Ｄ介護分 

＋ ＝ ＋ Ａ医療分 Ｂ支援金分 

 

介護保険料 

（介護保険課から） 

（介護納付金賦課額） 

国保加入者の 

賦課標準額（注１） 
①所得割額 

国保加入者の所得に応じて

かかる 

＝ 
所得割料率  ７．５１％ 

 【Ｒ７年度は 7.71％】 

 

） 

× 

②均等割額 

所得､年齢に関係なく､ 

国保加入者全員にかかる 
＝ 

一人 年間 47,600円 

〈未就学児は半額〉 

【Ｒ７年度は 47,300円】 

参考資料 ４ 

A医療分 

＝ ＋ Ａ医療分 Ｂ支援金分 

（医療賦課額） （後期高齢者支援金等賦課額） 

＋ ＝ ＋ Ａ医療分 Ｂ支援金分 Ｃ子ども分 

（子ども子育て支援納付金賦課額） 

Ｃ子ども分 ＋ 

Ｃ子ども分 

18歳未満の方の 

国民健康保険料 

18歳～40歳未満の

方の国民健康保険料 

40歳～64歳の方の

国民健康保険料 

65歳以上の方の 

国民健康保険料 
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Ｂ支援金分 

  国保加入者ごとの保険料 ＝ ［①所 得 割 額＋②均 等 割 額 ］× 

 

 

 

 

 

 

国保加入者ごとの支援金分保険料を合計 → 世帯の支援金分保険料・・・（Ｂ） 

＊世帯の賦課限度額は 26万円【Ｒ７年度も同額】 

 

Ｃ子ども分 

  国保加入者ごとの保険料 ＝ ［①所 得 割 額＋②均 等 割 額 ］× 

 

 

 

 

 

 

国保加入者ごとの子ども分保険料を合計 → 世帯の子ども分保険料・・・（C） 

＊世帯の賦課限度額は 3万円【新設】 

 

Ｄ介護分 （40歳から 64歳の方の介護保険料 介護保険第 2号被保険者） 

 国保加入者ごとの保険料 ＝［①所 得 割 額＋②均 等 割 額 ］× 

 

 

 

 

 

 

国保加入者ごとの介護分保険料を合計 → 世帯の介護分保険料・・・（Ｄ） 

＊世帯の賦課限度額は 17万円【Ｒ７年度も同額】 

 

加入月数 

12か月 

国保加入者の 

賦課標準額 

①所得割額 
国保加入者の所得に応じて

かかる 
＝ 

所得割料率 2.80％ 
 【Ｒ７年度は 2.69％】 × 

②均等割額 
所得､年齢に関係なく､ 

国保加入者全員にかかる 

一人 年間 17,600円 

〈未就学児は半額〉 
【Ｒ７年度は 16,800 円】 

＝ 

加入月数 

12か月 

国保加入者のうち介護保険

第 2 号保険者の賦課標準額 

①所得割額 
国保加入者のうち介護保険第 2号 

保険者の所得に応じてかかる 

＝ 所得割料率 2.43％ 
 【Ｒ７年度は 2.25％】 

× 

②均等割額 
所得に関係なく､国保加入者のうち 

介護保険第 2 号保険者全員にかかる 
＝ 

一人 年間 17,800円 

【Ｒ７年度は 16,600 円】 

 
世帯の医療分 ＋ 世帯の支援金分 ＋ 世帯の子ども分 ＋ 世帯の介護分 ＝ 世帯の年間保険料 

 保険料（Ａ） 保険料（Ｂ）     保険料（Ｃ）   保険料（Ｄ） 

国保加入者の 

賦課標準額 

①所得割額 
国保加入者の所得に応じて

かかる 
＝ 

所得割料率 0.27％ 
 【新設】 × 

②均等割額 
所得､年齢に関係なく､ 

国保加入者全員にかかる 

一人 年間 1,873円 

〈18歳未満は 0円〉 
【新設】 

） 

＝ 

加入月数 

12か月 


